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３ 生活保護の適正実施等について
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○ 生活保護受給者の後発医薬品の使用割合を2017年央までに75％とするなどの後発医薬品の使用促進や
頻回受診対策の推進とともに、生活保護受給者に対する健康管理支援の在り方の検討を行う。

○ 生活保護からの就労・増収等を通じた脱却を促進するため、就労支援を着実に実施しつつ、各種制度につ
いて、効率的かつ効果的なものとなるよう、就労意欲の向上の観点等を踏まえて不断に見直し、生活保護制
度の適正化を推進する。

平成28年度に向けた取組のポイント等について

被保護者の就労による自立の支援

医療扶助等の適正化

○ 2017年度の次期生活扶助基準の検証に合わせ、自立支援の推進等の観点から、生活保護制度全般につ
いて検討し、検討の結果に基づいて必要な措置を講ずる（法改正を要するものに係る2018年通常国会への法
案提出を含む）。

生活扶助基準及び生活保護制度の見直し

第３章 ５．［１］社会保障 （生活保護等）
足下の経済雇用情勢を踏まえ、就労支援を通じた保護脱却の推進のためのインセンティブ付けの

検討など自立支援に十分取り組むとともに、生活保護の適用ルールの確実かつ適正な運用、医療扶
助をはじめとする生活保護制度の更なる適正化を行う。さらに、平成29年度の次期生活扶助基準の
検証にあわせ、年齢、世帯類型、地域実態等を踏まえた真に必要な保護の在り方や更なる自立促進
のための施策等、その制度全般について予断なく検討し、必要な見直しを行う。

【参考】経済財政運営と改革の基本方針2015（骨太の方針）（抜粋）
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平成27年10月（速報値）

2,166,019 人

1.71 ％

1,632,321 世帯

平成25年度（確報値）

2,161,612 人

1.70 ％

1,591,846 世帯

被保護世帯数、被保護人員、保護率の年次推移

生活保護受給者数は約217万人であり、平成23年に過去最高を更新して以降増加傾向が続いている。
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過去１０年間の生活保護受給者数の推移

○ 生活保護受給者数は平成27年10月現在で216万6019人となっている。
平成20年10月頃の世界金融危機以降急増したが、季節要因による増減はあるものの、近年、ほぼ横ばいで推移している。

○ 生活保護受給者について対前年同月期との推移を見ると、平成22年１月の12.9％をピークに伸び率の鈍化が続いており、
平成27年9月、10月はいずれも -0.1％となっている。

資料：福祉行政報告例、被保護者調査（平成24年4月以降）※平成26年4月以降は速報値
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生活保護受給世帯数の推移

生活保護世帯数は、平成27年10月現在で、1,632,321世帯となっており、過去最高の世帯数である。一方、
対前年同月伸び率で見ると、近年、ほぼ横ばいか鈍化傾向にある。
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その他の世帯
傷病・障害者世帯

母子世帯

総数

高齢者世帯

世帯類型別被保護世帯数の対前年同月伸び率の推移

高齢者世帯を除く世帯類型については、対前年同月伸び率はマイナスになっている。
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2014・2015年度

集中改革期間

2016年度
2017
年度

2018
年度

就労支援事業
等 の 参 加 率
【2018年度ま
でに60％】

※就労可能な
者に関する就
労状況や支援
状況等につい
てデータを収
集し、順次見
える化を進め
た上で、KPI
については、
2016年度に再
検討

医療扶助の適
正化に向けた
自治体におけ
る後発医薬品
使用促進計画
の 策 定 率
【100％】

頻回受診対策
を実施する自
治 体
【100％】

就労支援事業等に参加した者の
うち、就労した者及び就労による
収入が増加した者の割合【2018
年度までに50%】

「その他世帯」の就労率（就労者
のいる世帯の割合）【2018年度
までに45%】

就労支援事業等を通じた脱却率
【見える化】

就労支援事業等の自治体ごとの
取組状況【見える化】

「その他世帯」の就労率等の自
治体ごとの状況【見える化】

※就労可能な者に関する就労
状況や支援状況等についてデ
ータを収集し、順次見える化
を進めた上で、KPIについては、
2016年度に再検討

生活保護受給者の後発医薬品
の使用割合【2017年央までに
75％。2017年央において、医
療全体の目標の達成時期の決
定状況等を踏まえ、80％以上
とする時期について、2018年
度とすることを基本として、
具体的に決定する】

頻回受診者に対する適正受診
指導による改善者数割合【目標
値については、指導の対象者
の範囲等を再検討し、2016年
度に決定】

生活保護受給者一人当たり医療
扶助の地域差【見える化】

後発医薬品の使用割合の地域
差【見える化】

経済・財政再生計画 改革工程表〔第22回経済財政諮問会議決定（平成27年12月24日）〕

生
活
保
護
等

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

ＫＰＩ
（第一階層）

ＫＰＩ
（第二階層）

2020
年度～

生活保護からの就労・増収等を通じた脱却を促進するため、就労支援を着実に実施しつつ、各種制度につ
いて、効率的かつ効果的なものとなるよう、就労意欲の向上の観点等を踏まえて不断に見直し、生活保護
制度の適正化を推進

平成29（2017）年度の次
期生活扶助基準の検証
に合わせ、自立支援の推
進等の観点から、生活保
護制度全般について検討
し、検討の結果に基づい
て必要な措置を講ずる
（法改正を要するものに
係る2018年通常国会への
法案提出を含む）

頻回受診等に係る適正受診指導の徹底等による医療扶助の適正化を推進

生活保護受給者の後発医薬品の使用割合について、2017年央までに75％とするとともに、2017年央において、医療全体の目標の達成時期の
決定状況等を踏まえ、80％以上とする時期について、2018年度とすることを基本として、具体的に決定する

＜㊷平成29年度の次期生活扶助基準の検証に合わせた年齢、世帯類型、地域実態等を踏まえた真に必
要な保護の在り方や更なる自立促進のための施策等、制度全般について予断なく検討し、必要な見直し
＞

生活保護受給者に対する健康管理支援の在り方を検討

＜㊵就労支援を通じた保護脱却の推進のためのインセンティブ付けの検討など自立支援に十分取り組む＞

＜㊶生活保護の適用ルールの確実かつ適正な運用、医療扶助をはじめとする生活保護制度の更なる適正化＞

≪厚生労働省≫

≪主担当府省庁等≫

参考

2019
年度
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後 発 医 薬 品

○ 使用割合について、2017年央までに75％とする。

○ 2017年央において、医療全体の目標の達成時期の決定状

況等を踏まえ、80％以上とする時期について、2018年度とする

ことを基本として、具体的に決定する。

○ 後発医薬品使用促進計画の策定率を１００％とする。

○ 後発医薬品の使用割合の地域差を見える化。

【目標設定の考え方】
○ 2017年央までに75％を達成すると通知上に明記。
○ 2017年央において、次期目標について、改革工程表を踏まえた検討を行う。

（参考） 2014年 58.7% → 2015年 63.8% （各年６月審査分）

【具体的な取組】

○ 後発医薬品使用促進計画を未策定の自治体について、適時、把握の上、必要
に応じてフォローアップを行う。

○ 地域の薬局等と連携した服薬指導についてモデル実施を行う。

【見える化】
○ 国において、後発医薬品の地域別使用割合について見える化し、公表する。

頻 回 受 診

○ 頻回受診等に係る適正受診指導の徹底等による医療扶助の
適正化を推進。

○ 頻回受診対策を実施する自治体の割合を100％とする。

○ 適正受診指導による改善者数割合の目標値について、指導
の対象者の範囲等を再検討し、2016年度に決定する。

＜改革工程表における記載＞ ＜対応方針＞

【目標設定の考え方】

○ 頻回受診の適正化の対象範囲を、他の医療制度における指導対象範囲を参考

としつつ再検討し、2016年度に取組の目標値を設定する。

【具体的な取組】

○ 各自治体において、頻回受診の適正化に係る計画を策定する。

○ 改善者割合の向上に向け、訪問看護ステーション等と連携した適正受診指導に

ついてモデル実施を行う。 （参考）平成25年度改善率 46.0%

健 康 管 理 支 援

○ 生活保護受給者に対する健康管理支援の在り方を検討。

【検討に向けた方針】
○ 福祉事務所においてデータを活用した健康管理に関する支援が必要。
○ このため、福祉事務所において、データに基づく有効的な支援ができるよう、具
体的な方策を検討する。

※ 上記の他、「生活保護受給者一人当たり医療扶助の地域差の見える化」については、医療全体における地域差の分析を参考としつつ、生活保護の地域差分析に
相応しい形での公表に向けて検討を行う。

生活保護制度における改革工程表に記載された事項に関する具体的対応方針（医療扶助関係）
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就 労 関 係

○ 就労支援事業等の参加率を2018年度までに60％とする。

○ 就労支援事業等に参加した者のうち、就労した者及び
就労による収入が増加した者の割合を2018年度までに50%
とする。

＜改革工程表における記載＞ ＜対応方針＞

○ 「その他の世帯」の就労率（就労者のいる世帯の割
合）を2018年度までに45%とする。

○ 就労支援事業等を通じた脱却率を見える化。

○ 就労支援事業等の自治体ごとの取組状況を見える化。

○ 「その他の世帯」の就労率等の自治体ごとの状況を見
える化。

※ 就労可能な者に関する就労状況や支援状況等について
データを収集し、順次見える化を進めた上で、KPIについ
ては、2016年度に再検討。

生活保護制度における改革工程表に記載された事項に関する具体的対応方針（就労関係）

【目標設定への取組】

○ 平成27年度から、各自治体が、管内の実情に応じて、就労支援事業の効果

検証・的確な見直しを図る観点から、国で定めた指標について、数値目標

を設定する「就労支援促進計画」を策定する取組を開始しており、今後き

め細かく事業の進捗状況を把握していく。

○ 各目標について、通知に明記。

○ 生活保護受給者等就労自立促進事業の推進

（地方自治体に設置するハローワークの常設窓口を増設、常設窓口に配置

する就職支援ナビゲーターを新たに増員）。

○ 就労支援員の増配置や被保護者就労準備支援事業の積極的な活用を推進。

○ 新たに「生活困窮者等への就農訓練事業」を被保護者就労準備支援事業

の一つとして実施。

（参考）

・ 就労支援事業等の参加率：

2015年度（平成27年度）目標値平均 47.9％

・ 就労支援事業等に参加した者のうち、就労した者及び就労による収入が

増加した者の割合：

2015年度（平成27年度）目標値平均 44.5％

・ 「その他の世帯」の就労率：

2014年度（平成26年度） 34.3％

【見える化への取組】

○ 各自治体が策定する「就労支援促進計画」や「被保護者調査」に基づき、

全国の脱却率や自治体ごとの取組状況及びその他の世帯の就労率について公

表を行う。
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今後の生活保護・生活困窮者自立支援制度の見直しについて

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

生活保護基準

改正生活保護法
（Ｈ２６．７施行）

※施行５年後見直し
規定あり

生活困窮者自立
支援法
（Ｈ２７．４施行）
※施行３年後見直し
規定あり

見直しの実施

見直し検討

見直し検討

改正法施行

※法改正は、見直し規定から
すれば30年度法案提出、
31年度施行もあり得る

・施行状況の確認
・実績収集・確保

政策効果の検証

法
案
上
程
を
検
討

・施行状況の確認
・実績収集・確保

生活扶助基準の見直しの実施
（H25.8、H26.4、H27.4）

新法
施行

改正法
施行

見直しの実
施

住宅扶助・冬季加算
の検証

検証
データ収集など検証に
向けた準備
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生活保護受給者の就労支援の流れ（イメージ）

就労支援が必要な者

①ハローワークと
福祉事務所のチーム支援

(生活保護受給者等就労自立促進事業)

ハローワーク
の一般的な
職業紹介

③意欲喚起等の支援
（被保護者就労準備支援事業）

②就労支援員による支援
（生活保護法に基づく被保護者就労支援事業）

一般就労

新たな就労の場の発掘
（中間的就労、就労体験、居場所を含む）

被保護者就労支援事業における
就労支援連携体制の構築

被保護者就労支援事業における
就労支援連携体制の構築

中間的就労
（生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業）

就労体験、
居場所等NPO等民間団体への委託による実施等、

地域の社会資源を活用

通常ケースワークによる就労支援（家庭訪問等による生活状況の把握、求職活動状況の確認、助言、 必要な支援に繋ぐための意欲喚起等）

・生活困窮者等の就農訓練事業
（新規）

就労に向け一定の支援が必要な者
生活のリズムが崩れている等
就労に向け準備が必要な者

一般的な職業紹介で
就労が可能な者

就労訓練事業を拡充し、全国展
開を図る。（新規）

・更なる事業実施の推進
・民間活用の好事例の全国展開

延べ15.1万人に支援を実施し、7.7万人が就労・増収（平成25年度実績）

一般就労に向け、
ハローワークの求人情報を活用
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○ 生活困窮世帯等の中には、中途退学者や引きこもり等の若年者、中高年で未就労や社会参加の機会を得られない者が高齢化し、

受給期間が長期化する傾向にある。このため、これらの者を対象として、就労準備支援事業として農業体験・研修を実施し、就農・社

会参加促進を支援するとともに、訓練終了後は、本人の適性や希望などを踏まえて、就農を含めて就労を支援する。

福祉事務所が就農訓練などを実施するNPO法人、農業法人等民間団体のノ
ウハウを活用し、生活困窮者等の就農を含めた就労を支援する。

１ 実施主体：都道府県、市、福祉事務所設置町村（社会福祉法人、ＮＰＯ法人

等に委託可）※都道府県については、郡部福祉事務所のみなら

ず、管内の市部福祉事務所も含めて広域的実施も可能。

２ 事業内容

（事前調整） ※必要に応じて都道府県が自治体間調整

・福祉事務所と連携して支援対象者の選定・説明会の開催

・自治体や農業法人、森林組合等の受け入れ態勢の調整

・住民への理解促進 等

（基礎的研修（例 短期訓練、体験ツアー等：数日～１週間））

・農業基礎研修（作物の知識、農業機械の操作等）

・研修参加者に対する生活相談・個別相談 等

（就農訓練（例：長期訓練、就農支援））

・農業実践研修

・仲間づくりや地元住民との交流会の開催

・研修参加者に対する生活相談・個別相談 等

３ 補助率 ２／３

事業概要

趣 旨

事業のイメージ

農業法人等と
事前調整

就労（農）・自立

委託

対象者の選定
本人の同意

参加

就労支援員やハローワ
ーク等による支援

就農しない
場合など

生活困窮者等

福祉事務所・自立相談支援機関

【農 業】
○ 人口の減少、高齢化、集落機能の低下により

農業の保全、継承が困難
○ 農業の担い手の育成・確保が重要
○ ６次産業化の推進

【生活困窮者等】
○ 長期間労働市場から離れているため、就業体

験などの段階的な支援が必要。
○ 農業活動による心身のリハビリ効果による就

労意欲喚起、生活のリズムの回復する効果 等

生活困窮者等への就
農（農業法人への就
職や農産物の販売等
を含む）を含めた就
労支援

背 景

基礎的研修・就農訓練

ＮＰＯ等民間団体

生活困窮者等の就農訓練事業

平成２８年度予算案：４.２億円
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○ 不適切な頻回受診者や重複処方者等に対しては、主にケースワーカーが適正受診指導を行っている。

○ しかし、ケースワーカーは医学的な専門知識がなく、現在の仕組みの中で更なる適正化効果を上げることには限界がある。（保健師

等専門職の配置がある福祉事務所は全体の16.9%。保護課調べ）

生活保護における適正受診指導等の状況

医療保険者の取組では・・・

＜頻回受診の改善率＞
市町村国保（呉市の例） ： 58.7%
生活保護（全体） ： 46.0%

１．薬局の薬剤師と連携した服薬指導による適正化等

○ 不適切な重複処方について、適正受診指導を実施

○ 複数薬局にかかっている場合、１ヵ所の薬局へ整理

→ 重複投薬、多剤投薬、併用禁忌等の解消

○ アレルギー等の理由以外で先発医薬品を服用している者に対する

後発医薬品への切り替え指導

→ 後発医薬品の使用促進

２．訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの保健師、看護師等による適正受診指導等

○ 頻回受診者に対する適正受診指導の実施

→ 不要な受診の解消

○ 健康管理支援（健康相談、受診勧奨等）

→ 糖尿病等の早期発見、重症化予防

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝや薬局とCWの連携により適正化等を強化

＜福祉事務所＞

レセプトデータ等から適
正受診指導等が必要
な者を抽出

・情報提供
・CWが同行

＜薬局＞ ＜生活保護受給者＞
イメージ

①保健師等による頻回受診に対する指導

②薬剤師（薬剤師会へ委託）による重複処方等に対する指導

等の取組を行っており、一定の効果。

＜訪看ｽﾃｰｼｮﾝ＞ ＜生活保護受給者＞

○１ヵ所の薬局に整理
○後発医薬品の使用促進 等

○頻回受診の適正受診指導
○健康管理支援（健康相談等）

・情報提供
・CWが同行

生活保護受給者への適正受診指導等の強化

平成２８年度予算案：２.１億円
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○ 平成27年５月の川崎市の簡易宿泊所火災を踏まえ、簡易宿泊所に入居する生活保護受給者の居住の確保を推進するた
め、国土交通省と連携しつつ、転居支援の充実・強化を図ることが必要。

○ また、平成27年７月からの住宅扶助基準見直しの円滑な施行を図るため、生活保護受給者に対する安価で質の良い住居
確保の支援を図るとともに、貧困ビジネスへの対応として劣悪な施設からの転居支援を行うことが必要。

○ このため、平成２５年度から実施してきた「居住の安定確保支援事業」を充実・強化し、全国的な支援を実施する。

現状・課題

（生活保護受給者）

○ 簡易宿泊所等に居住する高齢受給者の増加

○ 平成２７年７月からの住宅扶助基準の見直しの円
滑施行のため、安価で質のよい住居確保の支援が必
要

○ いわゆる貧困ビジネスへの対応

○ 新たな住宅における近所つきあいなど転居に伴う

不安

（家主等）

○ 空き部屋の増加に伴う収入減

○ 安定的な家賃収入の確保

○ 入居者に対する見守り支援

１ 事業内容
① 安価で質の良い住宅のリスト化
② 不動産業者への同行や現地確認による民間アパー

トへの入居支援
③ 在宅生活を送る上で必要な見守りや受給者の課題

に応じた寄り添い型支援の実施
④ 国土交通省が行っている住宅施策（居住支援協議

会等）、不動産仲介業者、地域住民、介護サービス
事業者等との連携強化

⑤ 家賃の代理納付の促進
※ 生活困窮者の居住確保についても、生活困窮者自立支援法

に基づく自立相談支援機関と連携して必要な支援を実施する。

２ 実施主体
都道府県、市、福祉事務所を設置する町村
※社会福祉法人、NPO法人等に委託可

３ 補助率 ３／４

事業内容等

趣 旨

生活保護受給者等の居住確保の推進

平成２８年度予算案：５.３億円
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（調査の概要）
○ 生活保護世帯と一般世帯の生活実態の比較等を行うことにより、次期生活保護基準の検証及び今後

の生活保護制度の検討に向けた基礎資料とする。

（調査の対象）
○ 一般世帯：平成28年国民生活基礎調査の所得票を実施した世帯のうち1,640単位区(約30,000世帯)
○ 生活保護世帯：平成28年度社会保障生計調査の調査世帯となっている生活保護世帯(1,110世帯)

（調査の内容）
○ 家庭の状況、普段の生活、耐久財の保有状況、親族・近隣とのおつきあい、レジャーや社会参加、

家計の状況、育児・子育て・子どもの教育

（調査実施日）
○ 一般世帯：平成28年７月14日（木） ※平成28年国民生活基礎調査（所得票）と同時実施。

生活保護世帯：平成28年７月 ※平成28年度社会保障生計調査（７月分）と同時実施。

（調査の系統）
○ 厚生労働省－都道府県 福祉事務所－調査員－世帯

市・特別区及び福祉事
務所を設置する町村

（集計及び結果の公表等）
○ 厚生労働省において集計を行い、その結果は「平成28年家庭の生活実態及び生活意識に関する調査

報告書」として公表する。

「家庭の生活実態及び生活意識に関する調査」（仮称）の実施について

（平成28年度１回限り）
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平成２７年の地方からの提案等に関する対応方針（平成２７年１２月２２日閣議決定）

生活保護

（ⅰ）金銭管理支援に関する周知
被保護者が使用した電気、水道及びガスの料金の支払については、金銭管理支援を自立支援プログラムに位置付けて実

施することで効果的な支援を行うことができ、必要に応じて、助言も行うことが有効であることを、地方公共団体に平成２７年
度中に通知する。

（ⅱ） 生活保護法第２９条の調査に対する回答についての協力依頼
保護の決定等に当たり行う要保護者等の資産・収入等に関する銀行、要保護者等の雇主等に対する報告の求め（２９条１

項）については、より円滑な運用がなされるよう、経済団体、業界団体等を通じるなどして要保護者等の雇主等に対して協力
要請を行うことを検討し、平成２８年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

（ⅲ） 生活保護法第６３条についての検討
費用返還義務（６３ 条）に基づき生じる債権については、生活保護法の一部を改正する法律（平２５ 法１０４）附則２条に基

づき同法施行後５年を目途に行われる生活保護制度の見直しの検討に併せて、破産法における取扱い等管理の在り方につ
いて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

（ⅳ） 法第７８条に基づき生じる債権の破産手続における取扱いの周知
費用等の徴収（７８ 条）に基づき生じる債権については、破産者に対する免責許可の決定の効力が及ばないこと（破産法２

５３条１項１号）及び当該債権に係る債務の弁済が偏頗行為の否認の例外として扱われること（破産法１６３条３項）を、地方
公共団体に平成２７年度中に通知する。

（ⅴ）年金情報の照会事務の円滑化についての検討
被保護者が遡及して年金を受給した場合における当該被保護者が受けた保護金品に相当する金額の返還（６３条）につい

ては、保護の実施機関が速やかに当該年金の受給情報を把握し当該被保護者に請求することができるよう、保護の実施機
関による日本年金機構等に対する年金関連情報の照会事務の円滑化の方策について検討し、平成２８年中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。


